
　　　　

2025 年 3 月 20 日

平日
土・祭日
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健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

主な行事等

＊年2回の各種訓練（火災・停電・防災）、年1回以上の各種教育指導（交通安全、熱中症、感染症、防犯）　　　＊主な行事　毎月のお誕生のお祝い　　　　　　＊弊所は土曜・祭日と長
期休暇営業で各種遊びとイベント　1月　神社へ初詣　2月節分　3月ひな祭り・進級・卒業式　4月　お花見　5月端午の節句　7月七夕祭り　8月屋外でＢＶＱ　また７・8月　屋外庭で簡易
プール・水遊び　9月・10月家庭菜園収穫　11月ハロウイン　12月クリスマス　毎月1回は土曜クッキング

（別添資料１）

家族支援

＊日頃の心配や困りごとに対して相談支援を行い、必要な情報を共有する　　＊
こどもの発達・成長・自立などを連携・共有する　＊要望があれば保護者同士が
交流することを支援する　＊保護者の就労や自分の時間をもつことができるよう
家族支援する

移行支援

＊進級や卒業を見据え、必要な準備を本人・保護者・相談所と連携する
＊本人や家族の意思を尊重しながら支援する

地域支援・地域連携

＊通所する子どもに関わる地域の関係者、関係機関との連携した支援　　　　＊
地域社会とのつながりを持つため地域行事やイベントに積極的に参加、交流を図
る 職員の質の向上

＊外部研修への参加と定期的に事業所内研修を行い療育能力の向上を目指
す,また関連資格や上位資格を取得する ＊感染予防、身体拘束防止、虐待
防止、防災、防犯、事故防止等に対する研修と訓練を定期的に行う ＊職
員間で情報共有の徹底 ＊職員同士の連携と総合監視

支　援　内　容

〇　支援目標　健康状態の維持と改善、生活習慣やリズムの形成、基本的生活スキルの獲得
＊健康状態の把握（入所時の体調管理、咳や排泄などの状況と検温の実施）　　　＊健康習慣ができる訓練と維持（手洗い・うがい・水分補給等）
＊自立に向けての基礎的な規律ある生活習慣（通園・食事・睡眠・排泄・靴や衣類の着脱・持ち物の管理・準備と後片付け）　＊食具の練習、トイレトレーニング
＊交通事故や危ないことに近づかない、危険や火災・地震災害から自分の身を守る教育と防災訓練の定期的実施

〇　支援目標　　姿勢と運動・動作の基本的技能の向上、身体の移動能力の向上、感覚の活用
＊子どもの成長は遊びを通して促されることを認識し次のプログラムをする　＊運動機能の発達や体力つくりとして、散歩・公園での遊具を使用した遊び
＊リズム感覚やバランス訓練として指導室内での皆での体操やダンス　　＊室内トランポリンでのバランス遊び　　　　　　＊夏場の野菜やトマトの菜園作業・土いじり・水やり
＊情緒・感覚訓練として電子ピアノやギターの演奏と歌唱　　　　　　＊夏場の庭での簡易プールでの水遊び　　　　　　＊手先の訓練や色彩感覚での絵描き・粘土遊び・色塗り

本
人
支
援

〇　支援目標　認知過程の発達促進で適切な認知と行動の習得、行動障害への予防と対応、いろんな体験で認知機能の向上
＊理解度と認知をうながすため、絵やカード・ポスターで視覚化　　　　　　＊タイムタイマーを使い時間の感覚と自分で進んで行動をすることの練習をする
＊毎日のおやつや買い物ごっこでお金の感覚を教える　　　　　＊休日にクッキングをした料理を食べ、味や食物を覚える　　　　＊皆で遊び協調性とルールを理解する
＊遊んだ後に片づけることや時間で終わることを理解する

〇　支援目標　　言語の受容と表出、形成と活用。コミュニケーション基礎的能力の向上。読み書き能力の向上。
＊個々の年齢や学年に応じたプリント学習や就学レベルに合ったプログラム・宿題をとおして言語能力と計算能力の向上支援
＊低学年ではあいさつや語りかけ、また表情や身振りなどで自分の意思を表出できるように支援

〇　支援目標　　遊びを通じた他者との関わり、仲間・集団への参加、社会性発達、自己の理解と行動、情緒の安定・アタッチメントの形成
＊皆での屋外活動、グループ遊び、クッキング・季節のイヴェントなど集団での規則・ルールのある活動を行い、他者との相互理解と関わりを育てる支援
＊日常のルーティンの当番制による個々の役割分担をするなど自己の成長と達成感を支援
＊自己の特徴知るため自分で出来ること苦手なことなどを理解し、気持ちを少しずつ納得・調整できるように情緒を安定をする支援

支援方針

1.アセスメントを適切に行い、ニーズと課題を分析し、５療育での支援計画を作成します。2.子どもの意思と人格を尊重し最善の利益を優先・考慮します。3.子どもが暮らし育つ基盤であ
る、家族への支援をします。4.子どもや家族が地域社会で参加・包容（インクルージョン）できるように連携をはかります。5.職員は上位の資格取得や研修で自己研鑽し、療育の質の向上
に努めます。6.安全で快適な環境で、子どものくつろげる場所を提供します。

営業時間 送迎実施の有無

法人（事業所）理念 障害の有無にかかわらず、未就学児に個人の人権や主体性を尊重し、育児や発達、就学に向けたサポートをおこないます。

事業所名 児童発達支援　　アジュール若草 作成日支援プログラム


